
議案第５２号  

 

市道路線の変更について≪沖田３号線≫  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、市道路線を次のとおり変更する。  

 

令和８年２月２５日提出  

 

京丹後市長 中 山  泰      

 

路線名  変更前後の別  起点  終点  

沖田
お き た

３号線 

変更前 大宮町口大野小字沖田１６２番 大宮町口大野小字沖田２０２番１ 

変更後 大宮町口大野小字沖田１７１番 大宮町口大野小字沖田２０２番１ 

 

 

 

提案理由  

現況の利用状況等を踏まえ、市道の起点の変更を行うものである。  
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 議案第５２号 参考資料 

変更路線の位置図 

変更箇所 
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変更路線図

凡例

変更前路線

変更後路線

議案第５２号 参考資料②

終点

大宮町口大野小字沖田202番1

起点（変更後）

大宮町口大野小字沖田171番

起点（変更前）

大宮町口大野小字沖田162番

大宮社会体育館

沖田３号線

大宮中学校

大宮南保育所
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